
「労働時間適正化
キャンペー刀期間で抗

労働時間等の現状を見ると、週の労働時間が側 時間以上の労働者の割合は減少傾向にあるも

のの依然として高い水準で推移するなど未だ長時間労働の実態が見られます。

脳 ・心臓疾患に係る労災認定件数は平成21年度においても293件に上るなど、過重労働によ

る健康障害も依然多い状況にあります。

割増資金の不払に係る労働基準法違反も後を絶たないところです。

長時間にわたる過重な労働
は、疲労の蓄積をもたらす最
も重要な要因です。

時間舛 ・体日労働が月45時

間を超えて長くなるほど、業
務と脳 ・心臓疾嵐の発症と
の開運後が強まります。

労働基準法に違反する、賃金
不払残業(いわゆる「サービス
残業〕は、あってはならない
ものです。
(「賃金不払残秦Jとは、所定労働時間舛に労働時間
の一部、又は全部に対して、所定の費金、又は残湊
手当を支払うことなく労働を行わせることであ )

厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(平成13年 4月)

●時間外労働掘定は、基率対に適合したものとすることが必要であ
※「労働基準法S36容 第1項のほ定で定める労働時間の廷長り限度等に関する基準」
(平成10年力お省告示第154')

●月45時間を超える時間外労働が可能な場合にも、実際の時間外

労働は月45時間以下とするよう努めましょう。

●体日労働についても削減t努めましょう。

●長時間労働者に対する面接指導等

●健康管理体制の整備、健康診断の実施

等を実施しましょう。

※厚生労働省「過重労働による健康障害を防止するために事乗者

が謡ずべき措置」(平成18年3月)

●労働時間適正把握基準の遵守 ● 適正に労働時間の管理を行うためのシステムの整備

●職場風土の改革  ● 労働時間を適正に把握するための責任体制の明44Lとチェック体制の整備

等を実施しましょう

※厚生労働省「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」(平成15年5月)

辞細は下配の本一ムページをご宝いただくか、又はこ害りの都■庁果労a局、労働を率監督署にお問い合わせください。
htip://www mhiw go,p/bunya/roudoukttun/index himl



労使の協力で、労働時間を

適正化しましょう。
労働者の健康を損なう過重労働はいけません。

労働基準法に違反する賃金不払残業も許されないことです。

労使が協力し長時間労働を抑制しましょう。

は「労働晴問適正化キャンペーン」期間です。
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